
  

一 

令和 6 年 2 月 16 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１３９１４号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

保
安
林
予
定
森
林 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

道
路
の
供
用
開
始 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示 

○ 

漁
業
法
に
基
づ
く
公
聴
会
の
開
催 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

公 
 

告 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

二
件

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
す
る
裁
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

監
査
委
員
公
告 

○ 

監
査
結
果
の
公
表 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告

三
件

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
七
十
七
号 

 

森
林
法

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の

森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所 

 
 

大
網
白
里
市
池
田
字
秀
田
五
四
四
番
一 

二 

指
定
の
目
的 

 
 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

 

１ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

 
 

主
伐
は

択
伐
に
よ
る

 

 
 

 
 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は

当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る

 

 
 

 
 

間
伐
に
係
る
森
林
は

次
の
と
お
り
と
す
る

 

 

２ 

立
木
の
伐
採
の
限
度 

 
 

 

次
の
と
お
り
と
す
る

 

 

次
の
と
お
り

は

省
略
し

そ
の
関
係
書
類
を
千
葉
県
農
林
水
産
部
森
林
課
及
び
大
網
白
里
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
七
十
八
号 

 

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

さ
ん
ま

ま

あ
じ
及
び
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
六
管
理
年
度

令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
う

に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
数
量
を
次
の
と
お
り
定
め
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

さ
ん
ま 

 

１ 

都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量 

 
 

 

現
行
水
準 

 

２ 

知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
数
量 

知

事

管

理

区

分 

配

分

す

る

数

量 

千
葉
県
さ
ん
ま
漁
業 

現
行
水
準 

二 

ま
あ
じ 

 

１ 

都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量 

 
 

 

現
行
水
準 

 

２ 

知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
数
量 

知

事

管

理

区

分 

配

分

す

る

数

量 

千
葉
県
ま
あ
じ
漁
業 

現
行
水
準 

三 

ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群 

 

１ 

都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量 

 
 

 

現
行
水
準 

 
２ 

知
事
管
理
区
分
に
配
分
す
る
数
量 

知

事

管

理

区

分 

配

分

す

る

数

量 
千
葉
県
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
漁
業 

現
行
水
準 

  

千
葉
県
告
示
第
七
十
九
号 

 

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

令
和
六
年
二
月
十

七
日
か
ら
次
の
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る

 

 

そ
の
関
係
図
面
は

千
葉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及
び
長
生
土
木
事
務
所
に
お
い
て

令
和
六
年

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

2 

月

16

日 

定 
 

例 

 

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３９１４号 令和 6 年 2 月 16 日（金曜日） 

二
月
十
六
日
か
ら
三
週
間

縦
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
路 

 
 

線 
 

 

名 

供

用

開

始

の

区

間 

県
道
茂
原
長
生
線 

長
生
郡
長
生
村
小
泉
字
南
部
一

三
〇
四
番
三
地
先
か
ら
字
浜
道

一
四
七
番
地
先
ま
で 

  

千
葉
県
告
示
第
八
十
号 

 

都
市
計
画
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

浦
安
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

浦
安
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

浦
安
都
市
計
画
下
水
道
事
業
浦
安
市
第
一
号
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 
 

収
用
の
部
分 

変
更
な
し 

 
 

使
用
の
部
分 

変
更
な
し 

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

告

示 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
一
号 

 

漁
業
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

第
六
十
四
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り

千
葉
海
区
漁
場
計
画
の
変
更
に
係
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る

 

 

な
お

千
葉
海
区
漁
場
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
は

そ
の
関
係
書
類
を
千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

事
務
局
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
す
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長 

 

石 

井 
 

春 

人 
 

 

一 

開
催
日
時 

令
和
六
年
三
月
十
八
日

月
曜
日

午
後
一
時
三
十
分 

二 

開
催
場
所 

千
葉
市
中
央
区
中
央
四
丁
目
一
三
番
一
○
号 

千
葉
県
教
育
会
館
二
階
二
○
三
会
議
室 

三 

事
案 

千
葉
海
区
漁
場
計
画
の
変
更
案

千
葉
海
区
に
設
定
す
る
漁
業
権
の
う
ち

市
川
市
及
び
船

橋
市
を
関
係
地
区
と
す
る
共
同
漁
業
権
及
び
区
画
漁
業
権
に
関
す
る
事
項

 

四 

公
述
に
関
す
る
事
項 

 

１ 

意
見
を
述
べ
る
こ
と
の
で
き
る
利
害
関
係
人
の
範
囲 

 
 

 

千
葉
海
区
に
お
い
て
漁
業
を
営
む
者

漁
業
を
営
も
う
と
す
る
者
そ
の
他
利
害
関
係
の
あ
る
者 

 

２ 

公
述
時
間 

 
 

 

一
人
五
分
以
内
と
す
る

 

 

３ 

文
書
の
提
出 

 
 

 

公
述
を
希
望
す
る
者
は

住
所

氏
名

年
齢

職
業

所
属
団
体

当
該
事
案
に
関
し
て
利
害

関
係
を
有
す
る
理
由
及
び
述
べ
よ
う
と
す
る
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面
一
部
を
千
葉
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
事
務
局

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

公

告 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
は

令
和
六
年
二
月
十
六
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
十
六
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ジ

イ
フ
ル
本
田
八
千
代
店
Ｂ
館 

 
 

 

八
千
代
市
村
上
字
白
筋
二

七
〇
〇
番
地
四
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ジ

イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

平
山
育
夫 

 
 

 

茨
城
県
土
浦
市
富
士
崎
一
丁
目
一
六
番
二
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ジ

イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

細
谷
武
俊 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ジ

イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

平
山
育
夫 

 

５ 
変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
株
式
会
社
ジ

イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

細
谷
武
俊 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ジ

イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

平
山
育
夫 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
五
年
六
月
二
十
一
日 

二 

届
出
年
月
日 



  

三 

令和 6 年 2 月 16 日（金曜日） 千 葉 県 報 第１３９１４号 
 

 

令
和
五
年
十
月
十
二
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
千
代
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ

た

 

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
は

令
和
六
年
二
月
十
六
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る

 

 

な
お

当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は

令
和
六
年
二
月
十
六
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で

千
葉
県

商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

 
 

令
和
六
年
二
月
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ジ

イ
フ
ル
本
田
八
千
代
店
Ｂ
館 

 
 

 

八
千
代
市
村
上
字
白
筋
二

七
〇
〇
番
地
四
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
ジ

イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

平
山
育
夫 

 
 

 

茨
城
県
土
浦
市
富
士
崎
一
丁
目
一
六
番
二
号 

 

３ 

変
更
前
の
駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

一
五
三
台 

 

４ 

変
更
後
の
駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

一
〇
一
台 

 

５ 

変
更
前
の
駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

一
九
台 

 

６ 

変
更
後
の
駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 

五
台 

 

７ 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
の
変
更 

 

８ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

 
 

令
和
六
年
九
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

 
 

 
 

令
和
六
年
九
月
二
十
四
日 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
の
変
更 

 
 

 
 

令
和
六
年
二
月
七
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
一
月
二
十
三
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
八
千
代
市
経
済
環
境
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
に
関
す
る
裁
定 

 

農
地
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号

第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
農
地
中
間
管
理
機
構
に
農
地
を
利
用
す
る

権
利

以
下

利
用
権

と
い
う

を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
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六
年
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十
六
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千
葉
県
知
事 

 

熊 
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俊 

人 
 

 

一 

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在

地
番

地
目
及
び
面
積 
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在 

地 
 

 
 

番 

地 

目 
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積 

千
葉
市
緑
区
板
倉
町 

一

一
一
六
番
一 

田 

八
六
一
平
方
メ

ト
ル 

〃 

一

一
一
六
番
二 

〃 

一

四
六
八
平
方
メ

ト
ル 

〃 

一

一
一
六
番
三 

〃 

二
一
九
平
方
メ

ト
ル 

〃 

一

一
一
九
番 

〃 

四
五
三
平
方
メ

ト
ル 

二 

利
用
権
の
内
容

始
期
及
び
存
続
期
間
並
び
に
借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

内 

容 

始 
 

 
 

期 

存
続
期
間 

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額 

田 

令
和
六
年
六
月
三
十
日 

二
十
年 

三
〇
〇

一
〇
〇
円 

三 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 

 
 

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
千
葉
地
方
法
務
局
本
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
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裁
定
に
係
る
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報 

 
 

登
記
名
義
人
が
死
亡
し
た
後

そ
の
所
有
者
等
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

 

監

査

委

員

公

告 

 
 

 

監
査
結
果
の
公
表 

 
令
和
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に

地
方
自
治
法

昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号

第
百
九
十
九
条
第
一
項

第
二
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
監
査
し
た
結
果
を
別
冊
の
と

お
り
公
表
す
る
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千
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政 
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（二） 

 

（三） 
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査
委
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岩 
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憲 
 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

                      
 

 
 

 

        

 
 

 
 

            
 

 
 

 

                       

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
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６
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２
月

１
６

日
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葉
県
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熊
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俊
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［
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載
順
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］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

そ
の

１
 

 
①

印
旛

沼
流

域
下

水
道

焼
却

灰
の

処
理

業
務

委
託

 
予

定
数

量
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，

７
５

０
ト

ン
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千
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旛
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水
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年
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メ
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船
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浦
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京
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千
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の
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称
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所
在

地
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札
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意
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約

の
相

手
方
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決
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日
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落
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約
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び
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金
額

又
は

随
意

契
約
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約
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約
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手
続
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約
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賀
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水
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却
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賀
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和
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日
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賀

沼
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却

灰
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処
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委
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予
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数

量
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，
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５
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ト

ン
 

②
千

葉
県

手
賀

沼
下

水
道

事
務

所
 

柏
市

篠
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田
１

３
０

番
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令

和
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年
１

月
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日
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日
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メ
サ

ラ
イ
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工

業
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式
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船
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浦
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目
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号
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興
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支
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四
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目
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号
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当

た
り
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０
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円
 

⑥
一

般
競

争
入

札
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和
５

年
１

１
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１

日
 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
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の
と

お
り

落
札

者
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て

公
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す
る
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業
高
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学
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世

田
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掲
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序
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物
品

等
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特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
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当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
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は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額
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は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の
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手

方
を
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定

し
た

手
続
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入
札
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告
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意
契

約
に

よ
る

場
合
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の
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由
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項
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千
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県
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商
業
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室
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空
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設
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賃

貸
借

 
一

式
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千

葉
県
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商
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等
学
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３
，

２
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地
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令

和
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年
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８
日
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Ｈ
Ｃ
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タ

ル
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